
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 に  

係 る 取 扱 要 領  

 

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月  ５ 日   告 示 第 １ ８ 号  

 令 和  ３ 年  ３ 月 ２ ４ 日   告 示 第  ７ 号  

令 和  ５ 年  ３ 月 ２ ９ 日   告 示 第  ６ 号  

最 終 改 正  令 和  ６ 年 １ １ 月 ２ ９ 日   告 示 第 １ ６ 号  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以 下 「 広 域

連 合 」 と い う 。 ） が 行 う 後 期 高 齢 者 医 療 の 診 療 報 酬 明 細 書 、 調 剤

報 酬 明 細 書 及 び 訪 問 看 護 療 養 費 明 細 書 （ 以 下 「 レ セ プ ト 」 と い

う 。 ） の 開 示 に 関 す る 事 項 を 定 め 、 広 域 連 合 の レ セ プ ト の 開 示 業

務 の 円 滑 か つ 適 正 な 遂 行 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 開 示 対 象 レ セ プ ト の 範 囲 ）  

第 ２ 条  開 示 の 対 象 は 、 広 域 連 合 が 保 管 す る レ セ プ ト と す る 。  

（ 開 示 請 求 等 の 取 り 扱 い ）  

第 ３ 条  被 保 険 者 本 人 が 開 示 を 求 め る 場 合 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関

す る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 及 び 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医

療 広 域 連 合 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 ５ 年 広

域 連 合 条 例 第 ２ 号 ） に 基 づ き 開 示 請 求 と し て 取 り 扱 う こ と と し 、

被 保 険 者 で あ っ た 者 の 遺 族 が 開 示 を 求 め る 場 合 は 、 サ ー ビ ス の 一

環 で あ る 開 示 依 頼 と し て 取 り 扱 う も の と す る 。  

（ 開 示 請 求 又 は 開 示 依 頼 が で き る 者 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  開 示 請 求 が で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  



 ⑴  被 保 険 者 本 人 （ 被 保 険 者 で あ っ た 者 を 含 む 。 ）  

 ⑵  被 保 険 者 が 成 年 被 後 見 人 で あ る 場 合 に お け る 法 定 代 理 人  

⑶  被 保 険 者 本 人 か ら レ セ プ ト の 開 示 に 関 す る 委 任 を 受 け た 代 理

人  

２  開 示 依 頼 が で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

 ⑴  死 亡 し た 当 該 被 保 険 者 本 人 の 父 母 、 祖 父 母 、 配 偶 者 、 子 又 は

孫 （ 以 下 「 遺 族 」 と い う 。 ）  

 ⑵  遺 族 が 成 年 被 後 見 人 又 は 未 成 年 の 場 合 に お け る 法 定 代 理 人  

 ⑶  遺 族 か ら レ セ プ ト の 開 示 に 関 す る 委 任 を 受 け た 代 理 人  

 （ 開 示 に つ い て の 説 明 ）  

第 ５ 条  レ セ プ ト の 開 示 請 求 又 は 開 示 依 頼 を 行 お う と す る 者 が あ る

と き は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 請 求 を さ れ る 方 へ の お 知 ら せ

（ 本 人 用 ） （ 様 式 第 １ 号 ） 又 は 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 依 頼 を さ

れ る 方 へ の お 知 ら せ （ 遺 族 用 ） （ 様 式 第 ２ 号 ） を 交 付 し 、 制 度 及

び 必 要 な 手 続 に つ い て 説 明 す る も の と す る 。  

 （ 開 示 請 求 ）  

第 ６ 条  レ セ プ ト の 開 示 請 求 を す る 者 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広

域 連 合 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 ５ 年

長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 則 第 ３ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い

う 。 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書 に 、 診 療 報 酬 明

細 書 等 の 開 示 請 求 に 係 る 個 人 情 報 の 内 容 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 添 付 し

て 、 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 開 示 請 求 者 の 本 人 確 認 ）  

第 ７ 条  任 意 代 理 人 が 開 示 請 求 を 行 う 場 合 は 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 掲

げ る 書 類 で 任 意 代 理 人 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 が 記 載 さ れ て い る



も の の ほ か 、 開 示 請 求 を 行 う 日 前 ３ ０ 日 以 内 に 作 成 さ れ た 委 任 状

（ 様 式 第 １ １ 号 ） 及 び こ れ ら に 押 印 さ れ た 委 任 者 の 印 の 印 鑑 登 録

証 明 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  開 示 請 求 に 係 る レ セ プ ト に 記 載 さ れ て い る 氏 名 と 開 示 請 求 時 の

氏 名 が 、 婚 姻 等 に よ り 異 な る 場 合 は 、 旧 姓 等 が 確 認 で き る 書 類 を

提 出 し 、 又 は 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

３  開 示 を 行 う に 当 た っ て 、 郵 送 に よ る 写 し の 交 付 を 希 望 す る 場 合

は 、 開 示 請 求 者 の 住 民 票 の 写 し を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 開 示 請 求 に 係 る 保 険 医 療 機 関 等 へ の 照 会 ）  

第 ８ 条  開 示 請 求 に 係 る 開 示 の 諾 否 決 定 に 当 た っ て 、 レ セ プ ト を 開

示 す る こ と に よ っ て 被 保 険 者 の 診 療 上 支 障 が 生 じ な い こ と を 、 保

険 医 療 機 関 等 （ 調 剤 報 酬 明 細 書 に あ っ て は 、 当 該 調 剤 報 酬 明 細 書

に 記 載 さ れ て い る 保 険 医 療 機 関 等 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し 照 会 す る

も の と す る 。 た だ し 、 レ セ プ ト の 傷 病 名 欄 、 摘 要 欄 、 医 学 管 理 欄 、

全 体 の そ の 他 欄 、 処 置 ・ 手 術 欄 中 の そ の 他 欄 及 び 症 状 詳 記 を 除 い

た 部 分 に つ い て 開 示 請 求 が あ っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 照 会 は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 に つ い て

（ 照 会 ） （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

３  保 険 医 療 機 関 等 は 、 前 項 の 照 会 が あ っ た と き は 、 診 療 報 酬 明 細

書 等 の 開 示 に つ い て （ 回 答 ） （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 、 開 示 の 適 否

に つ い て 広 域 連 合 長 に 意 見 を 述 べ る も の と す る 。  

４  前 項 の 書 類 に 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 理 由 の 記 入 が な い 等 不 備 が

あ る 場 合 又 は 期 限 が 経 過 し て も 回 答 が な い 場 合 は 、 当 該 保 険 医 療

機 関 等 に 対 し 、 電 話 等 に よ り 補 正 を 求 め 、 又 は 回 答 を 催 促 す る 等 、

適 切 な 対 応 を 図 る も の と す る 。  



５  次 に 掲 げ る 場 合 は 、 第 ２ 項 の 照 会 に 対 し 、 レ セ プ ト の 開 示 に つ

い て 同 意 が あ っ た も の と み な す 。  

 ⑴  主 治 医 と 連 絡 中 で あ る 等 遅 延 に 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め ら れ

る 場 合 を 除 き 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め 、 又 は 回 答 の 催 促

を し て も な お 補 正 又 は 回 答 が な い と き 。  

 ⑵  当 該 保 険 医 療 機 関 等 の 廃 止 等 の 事 情 に よ り 、 保 険 医 療 機 関 等

に 対 し て 照 会 を 行 う こ と が で き な い と き 。  

 ⑶  照 会 の 結 果 、 送 達 不 能 で 返 戻 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 保 険

医 療 機 関 等 を 管 轄 す る 都 道 府 県 保 険 主 管 課 に 確 認 し て も な お 当

該 保 険 医 療 機 関 等 の 所 在 が 確 認 で き な い と き 。  

⑷  照 会 の 結 果 、 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 理 由 が 示 さ れ て い な い 場

合 に お い て 、 理 由 の 記 載 を 要 請 し て も な お 回 答 が 得 ら れ な い と

き 。  

（ 開 示 請 求 に 係 る 開 示 、 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 決 定 ）  

第 ９ 条  広 域 連 合 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 保 険 医 療 機 関 等 か ら の 回

答 を 踏 ま え 、 レ セ プ ト の 開 示 、 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 決 定 を 行 う 。  

２  開 示 又 は 部 分 開 示 の 決 定 を 行 っ た と き は 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、

規 則 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 書 面 に 添 え て 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 開

示 決 定 事 項 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 親 展 扱 い で 送 付 す る も の と す る 。  

（ 保 険 医 療 機 関 等 へ の 通 知 ）  

第 １ ０ 条  広 域 連 合 長 は 、 前 条 の 書 類 を 送 付 し た と き は 、 保 険 医 療

機 関 等 に 対 し 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 決 定 に つ い て  （ お 知 ら せ ）

（ 様 式 第 ７ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 部 分

開 示 と 決 定 し た と き は 、 非 開 示 の 部 分 を 伏 せ た レ セ プ ト の 写 し を

添 付 す る も の と す る 。  



２  前 項 前 段 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 ８ 条 第 １ 項 た だ し 書 に 該 当 す

る と き は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 部 分 開 示 決 定 に つ い て  （ お 知 ら せ ）

（ 様 式 第 ８ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

３  第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 保 険 医 療 機 関 等 か ら 非 開 示 と の 意 見

が あ っ た 場 合 に お い て 、 開 示 又 は 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、 第

１ 項 に 規 定 す る 書 類 に そ の 理 由 を 付 記 す る も の と す る 。  

４  調 剤 報 酬 明 細 書 に つ い て 開 示 又 は 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、

当 該 調 剤 報 酬 明 細 書 を 発 行 し た 保 険 薬 局 に 対 し 、 調 剤 報 酬 明 細 書

の 開 示 決 定 に つ い て （ お 知 ら せ ） （ 様 式 第 ９ 号 ） を 送 付 す る も の

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、 非 開 示

の 部 分 を 伏 せ た レ セ プ ト の 写 し を 添 付 す る も の と す る 。  

（ 閲 覧 又 は 窓 口 交 付 の 手 続 ）  

第 １ １ 条  開 示 請 求 者 が レ セ プ ト の 写 し の 窓 口 交 付 を 希 望 す る 場 合

は 、 開 示 に 要 す る 費 用 の 納 付 を 確 認 し た 後 、 広 域 連 合 事 務 局 内 に

お い て 、 当 該 レ セ プ ト を 用 紙 に 出 力 し た 写 し を 開 示 請 求 者 に 交 付

す る も の と す る 。  

２  閲 覧 又 は レ セ プ ト の 写 し の 窓 口 交 付 を 行 う に 当 た っ て は 、 送 付

し た 保 有 個 人 情 報 開 示 決 定 通 知 書 又 は 保 有 個 人 情 報 部 分 開 示 決 定

通 知 書 の 提 示 を 求 め る と と も に 、 規 則 第 ４ 条 に 定 め る 方 法 に よ り

本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

（ 郵 送 に よ る 交 付 手 続 ）  

第 １ ２ 条  開 示 請 求 者 が レ セ プ ト の 写 し の 郵 送 に よ る 交 付 を 希 望 す

る 場 合 は 、 開 示 に 要 す る 費 用 の 納 付 を 確 認 し た 後 、 当 該 レ セ プ ト

を 用 紙 に 出 力 し た 写 し を 簡 易 書 留 で 送 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 送 付 し た 書 類 が 送 達 不 能 で 返 戻 さ れ た 場 合 に



お い て 、 返 戻 後 ３ ０ 日 を 経 過 し て も 開 示 請 求 者 か ら 連 絡 が な い と

き は 、 当 該 書 類 を 破 棄 し て も 差 し 支 え な い も の と す る 。  

（ 開 示 依 頼 ）  

第 １ ３ 条  レ セ プ ト の 開 示 依 頼 を 行 う 者 は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 開 示

依 頼 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） を 、 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 開 示 依 頼 者 の 本 人 確 認 ）  

第 １ ４ 条  レ セ プ ト の 開 示 依 頼 を 行 う 者 は 、 自 己 が 第 ４ 条 第 ２ 項 の

い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ と を 証 明 す る た め に 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 提 出 し 、 又

は 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  遺 族 が 開 示 依 頼 を 行 う 場 合  次 の い ず れ か に 該 当 す る 書 類 で

開 示 依 頼 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 が 記 載 さ れ て い る も の  

ア  運 転 免 許 証  

イ  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用  

等 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド  

ウ  出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 １ ９ 条 の ３ に 規 定 す る 在 留 カ  

ー ド  

エ  日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の  

出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 別 永 住  

者 証 明 書  

オ  法 律 又 は こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 書 類 で  

あ っ て 、 当 該 開 示 依 頼 者 が 本 人 で あ る こ と を 確 認 す る に 足 り  

る も の  

⑵  遺 族 の 法 定 代 理 人 が 開 示 依 頼 を 行 う 場 合  前 号 に 掲 げ る 書 類



で 法 定 代 理 人 の 氏 名 及 び 住 所 が 記 載 さ れ て い る も の の ほ か 、 法

定 代 理 人 で あ る こ と が わ か る 次 の ア か ら エ ま で に 掲 げ る 書 類 の

う ち い ず れ か １ 点 （ ア か ら ウ ま で の 書 類 は 開 示 依 頼 を す る 日 前

３ ０ 日 以 内 に 交 付 さ れ た も の に 限 る も の と す る 。 ）  

ア  戸 籍 謄 本 又 は 抄 本  

イ  後 見 登 記 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 登 記 事 項 証 明 書  

ウ  家 庭 裁 判 所 の 証 明 書  

エ  そ の 他 法 定 代 理 関 係 を 確 認 で き る 書 類  

⑶  遺 族 の 任 意 代 理 人 が 開 示 依 頼 を 行 う 場 合  第 １ 号 に 掲 げ る 書

類 で 任 意 代 理 人 の 氏 名 及 び 住 所 が 記 載 さ れ て い る も の の ほ か 、

開 示 依 頼 を 行 う 日 前 ３ ０ 日 以 内 に 作 成 さ れ た 委 任 状 （ 様 式 第 １

１ 号 ） 及 び こ れ ら に 押 印 さ れ た 委 任 者 の 印 の 印 鑑 登 録 証 明 書  

２  開 示 を 行 う に 当 た っ て 、 郵 送 に よ る 写 し の 交 付 を 希 望 す る 場 合

は 、 開 示 依 頼 者 の 住 民 票 の 写 し を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 遺 族 と 被 保 険 者 の 関 係 の 確 認 ）  

第 １ ５ 条  レ セ プ ト の 開 示 依 頼 を 行 う 者 は 、 被 保 険 者 の 死 亡 の 事 実

及 び 当 該 被 保 険 者 の 遺 族 で あ る こ と が 確 認 で き る 戸 籍 謄 本 、 戸 籍

抄 本 又 は 住 民 票 の 写 し を 提 出 し 、 又 は 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 開 示 依 頼 に 係 る 保 険 医 療 機 関 等 へ の 照 会 ）  

第 １ ６ 条  開 示 依 頼 に 係 る 開 示 の 諾 否 決 定 に 当 た っ て 、 次 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 保 険 医 療 機 関 等 に 対 し 照 会 す る も の と す る 。 た だ し 、

レ セ プ ト の 傷 病 名 欄 、 摘 要 欄 、 医 学 管 理 欄 、 全 体 の そ の 他 欄 、 処

置 ・ 手 術 欄 中 の そ の 他 欄 及 び 症 状 詳 記 を 除 い た 部 分 に つ い て 開 示

依 頼 が あ っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ⑴  被 保 険 者 の 生 前 の 意 思 、 名 誉 を 傷 つ け る お そ れ が な い こ と  



 ⑵  レ セ プ ト が 医 師 の 個 人 情 報 と な る 場 合 に あ っ て は 、 開 示 を す

る こ と に つ い て の 意 見  

２  前 項 の 規 定 に よ る 照 会 は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 に つ い て

（ 照 会 ） （ 様 式 第 １ ２ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

３  保 険 医 療 機 関 等 は 、 前 項 の 照 会 が あ っ た と き は 、 診 療 報 酬 明 細

書 等 の 開 示 に つ い て （ 回 答 ） （ 様 式 第 １ ３ 号 ） に よ り 、 開 示 の 適

否 に つ い て 広 域 連 合 長 に 意 見 を 述 べ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 被 保 険 者 の 生 前 の 意 思 、 名 誉 に 関 係 す る 理 由 に よ り 部 分 開 示

及 び 非 開 示 と す る と き は 、 そ の 旨 を 確 認 で き る 書 類 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 書 類 に 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 理 由 の 記 入 が な い 等 不 備 が

あ る 場 合 又 は 期 限 が 経 過 し て も 回 答 が な い 場 合 は 、 当 該 保 険 医 療

機 関 等 に 対 し 、 電 話 等 に よ り 補 正 を 求 め 、 又 は 回 答 を 催 促 す る 等 、

適 切 な 対 応 を 図 る も の と す る 。  

（ 開 示 依 頼 に 係 る 開 示 、 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 決 定 ）  

第 １ ７ 条  広 域 連 合 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 保 険 医 療 機 関 等 か ら の

回 答 を 踏 ま え 、 レ セ プ ト の 開 示 、 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 決 定 を 行

う 。  

２  開 示 、 部 分 開 示 又 は 非 開 示 の 決 定 を 行 っ た と き は 、 開 示 依 頼 者

に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る 書 類 を 親 展 扱 い で 送 付 す る も の と す る 。  

⑴  開 示 又 は 部 分 開 示 と 決 定 し た 場 合  診 療 報 酬 明 細 書 等 開 示 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ）  

⑵  非 開 示 と 決 定 し た 場 合  診 療 報 酬 明 細 書 等 非 開 示 決 定 通 知 書

（ 様 式 第 １ ５ 号 ）  



（ 開 示 依 頼 に 係 る 開 示 決 定 の 期 限 ）  

第 １ ８ 条  広 域 連 合 長 は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 開 示 依 頼 書 を 受 理 し た

日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 前 条 第 １ 項 の 決 定 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き

は 、 そ の 満 了 す る 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 限 度 と し て 延 長

す る こ と が で き る 。  

２  前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 決 定 を 延 長 し た と き は 、 診 療 報 酬 明

細 書 等 の 開 示 決 定 等 の 延 長 に つ い て （ 様 式 第 １ ６ 号 ） に よ り 、 そ

の 旨 を 開 示 依 頼 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 不 存 在 の 場 合 の 取 扱 い ）  

第 １ ９ 条  開 示 依 頼 が あ っ た レ セ プ ト に つ い て 、 調 査 し て も な お そ

の 存 在 が 確 認 で き な い 場 合 は 「 不 存 在 」 と し 、 非 開 示 の 理 由 の 欄

に レ セ プ ト の 存 在 が 確 認 で き な い 旨 を 記 載 し た 診 療 報 酬 明 細 書 等

非 開 示 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 １ ５ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

（ 保 険 医 療 機 関 等 へ の 通 知 ）  

第 ２ ０ 条  広 域 連 合 長 は 、 第 １ ７ 条 の 書 類 を 送 付 し た と き は 、 保 険

医 療 機 関 等 に 対 し 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 開 示 決 定 に つ い て （ お 知

ら せ ） （ 様 式 第 １ ７ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、 非 開 示 の 部 分 を 伏 せ た レ セ プ ト

の 写 し を 添 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 前 段 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ ６ 条 第 １ 項 た だ し 書 に 該 当

す る と き は 、 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 部 分 開 示 決 定 に つ い て （ お 知 ら

せ ） （ 様 式 第 １ ８ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

３  第 １ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 保 険 医 療 機 関 等 か ら 非 開 示 と の 意

見 が あ っ た 場 合 に お い て 、 開 示 又 は 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、



第 １ 項 に 規 定 す る 書 類 に そ の 理 由 を 付 記 し な け れ ば な ら な い 。  

４  調 剤 報 酬 明 細 書 に つ い て 開 示 又 は 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、

当 該 調 剤 報 酬 明 細 書 を 発 行 し た 保 険 薬 局 に 対 し 、 調 剤 報 酬 明 細 書

の 開 示 決 定 に つ い て （ お 知 ら せ ） （ 様 式 第 １ ９ 号 ） を 送 付 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 部 分 開 示 と 決 定 し た と き は 、 非 開

示 の 部 分 を 伏 せ た レ セ プ ト の 写 し を 添 付 す る も の と す る 。  

（ 閲 覧 又 は 窓 口 交 付 の 手 続 ）  

第 ２ １ 条  開 示 依 頼 者 が レ セ プ ト の 写 し の 窓 口 交 付 を 希 望 す る 場 合

は 、 開 示 に 要 す る 費 用 の 納 付 を 確 認 し た 後 、 広 域 連 合 事 務 局 内 に

お い て 、 当 該 レ セ プ ト を 用 紙 に 出 力 し た 写 し を 開 示 依 頼 者 に 交 付

す る も の と す る 。  

２  閲 覧 又 は レ セ プ ト の 写 し の 窓 口 交 付 を 行 う に 当 た っ て は 、 送 付

し た 診 療 報 酬 明 細 書 等 開 示 決 定 通 知 書 の 提 示 を 求 め る と と も に 、

第 １ ４ 条 に 定 め る 方 法 に よ り 本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

（ 郵 送 に よ る 交 付 手 続 ）  

第 ２ ２ 条  開 示 依 頼 者 が レ セ プ ト の 写 し の 郵 送 に よ る 交 付 を 希 望 す

る 場 合 は 、 開 示 に 要 す る 費 用 の 納 付 を 確 認 し た 後 、 当 該 レ セ プ ト

を 用 紙 に 出 力 し た 写 し を 簡 易 書 留 で 送 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 送 付 し た 書 類 が 送 達 不 能 で 返 戻 さ れ た 場 合 に

お い て 、 返 戻 後 ３ ０ 日 を 経 過 し て も 開 示 依 頼 者 か ら 連 絡 が な い と

き は 、 当 該 書 類 を 破 棄 し て も 差 し 支 え な い も の と す る 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 ２ ３ 条  開 示 依 頼 者 は 、 開 示 に 係 る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 費 用 の 負 担 に つ い て は 、 規 則 第 １ ２ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  



（ レ セ プ ト 開 示 受 付 ・ 処 理 経 過 簿 ）  

第 ２ ４ 条  広 域 連 合 長 は 、 レ セ プ ト の 開 示 請 求 又 は 開 示 依 頼 が あ っ

た と き は 、 そ の 処 理 が 完 結 す る ま で の 進 捗 状 況 を 把 握 す る た め 、

レ セ プ ト 開 示 受 付 ・ 処 理 経 過 簿 （ 様 式 第 ２ ０ 号 ） を 備 え 、 処 理 経

過 等 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 関 係 書 類 の 保 存 ）  

第 ２ ５ 条  レ セ プ ト の 開 示 請 求 等 に 係 る 一 連 の 関 係 書 類 は 、 事 案 ご

と に 整 理 し 、 そ の 処 理 が 完 結 し た 年 度 の 翌 年 度 か ら 起 算 し て ５ 年

間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 開 示 業 務 担 当 部 署 ）  

第 ２ ６ 条  レ セ プ ト 開 示 に 係 る 事 務 は 、 開 示 請 求 者 又 は 開 示 依 頼 者

と 個 別 の 対 応 を 行 う 事 務 で あ る こ と か ら 、 原 則 と し て 、 レ セ プ ト

に 係 る 業 務 を 担 当 す る 課 に お い て 行 う 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ４ 日 告 示 第 ７ 号 ）  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ９ 日 告 示 第 ６ 号 ）  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ９ 日 告 示 第 １ ６ 号 ）  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  


